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は
じ
め
に

日
露
戦
争
直
後
を
分
岐
点
と
し
、日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
が
「
友
好
の
時
代
」

か
ら
「
対
立
の
時
代
」
へ
と
変
遷
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が）

�
（

、
在
米
日
本
人
移
民

に
対
す
る
排
日
運
動
が
激
化
し
、
外
交
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
く
の
も
日
露
戦

争
以
降
で
あ
っ
た
。
な
お
排
日
運
動
は
、
日
本
人
で
あ
る
か
ら
排
斥
す
る
と
い
う

人
種
主
義
に
基
づ
く
側
面
と
、
移
民
に
仕
事
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
危
機
感
か
ら
排

斥
す
る
側
面
が
存
在
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
人
種
・
移
民
問
題
と
呼
ぶ
。

日
米
間
の
人
種
・
移
民
問
題
は
、
初
め
て
日
米
間
の
外
交
問
題
と
し
て
浮
上
し
た

一
九
〇
六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
学
童
隔
離
事
件
か
ら
一
九
二
四
年
の
排
日
移

民
法
の
成
立
ま
で
続
き
、
そ
の
対
処
に
日
本
政
府
や
日
本
人
移
民
は
頭
を
悩
ま
せ

て
い
た
。

こ
う
し
た
排
日
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
中
で
、
日
本
移
民
協
会
（
以
降
、
単

に
「
協
会
」
と
書
く
場
合
は
日
本
移
民
協
会
を
指
す
）
と
い
う
組
織
が
一
九
一
四

年
に
設
立
さ
れ
た）

�
（

。
会
頭
に
大
隈
重
信
を
据
え
、
会
員
に
は
板
垣
退
助
・
犬
養
毅
・

新
渡
戸
稲
造
・
尾
崎
行
雄
な
ど
多
く
の
政
治
家
・
実
業
家
・
知
識
人
た
ち
が
在
籍

し
た）

�
（

。
こ
の
組
織
は
移
民
を
志
す
人
々
へ
の
教
育
活
動
や
移
民
問
題
に
つ
い
て
の

研
究
、
ま
た
出
版
事
業
に
よ
る
啓
蒙
活
動
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
事
業
を
展
開
し

て
い
た
。
坂
口
満
宏
は「
大
正
時
代
を
代
表
す
る
移
殖
民
奨
励
団
体
」で
あ
り
、「
昭

和
期
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
る
国
策
移
住
政
策
の
萌
芽
を
民
間
組
織
の
立
場
で
生
み

出
し
た
団
体
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る）

�
（

。
ま
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
海
外
移
住
資
料
館

の
常
設
展
や
そ
の
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
年
表
に
、
日
本
移
民
協
会
の
設
立
の

記
載
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
日
本
で
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
住
促
進
の
た
め
日
本
移
民

協
会
を
設
立
」
と
書
か
れ
て
い
る）

�
（

。

日
本
移
民
協
会
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
な
い
。
前
述
し
た
坂
口
の
解
説
等

の
他
に
、
日
本
移
民
協
会
を
最
初
に
取
り
上
げ
、
且
つ
網
羅
的
に
組
織
の
概
要
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
間
宮
國
男
の
研
究
が
あ
る）

�
（

。
機
関
紙
で
あ
る
『
日
本

移
民
協
会
報
告
』（
以
降
、『
協
会
報
告
』
と
略
称
す
る
）
を
主
に
使
用
し
、
設
立

ま
で
の
流
れ
や
組
織
人
事
、
各
事
業
な
ど
を
検
討
し
た
。

東
栄
一
郎
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
「
ア
メ
リ
カ
由

来
の
改
革
思
考
の
影
響
を
受
け
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
機
関
」
が
多
数
誕
生
し
た

と
指
摘
す
る）

�
（

。
そ
の
文
脈
の
中
で
日
本
移
民
協
会
が
運
営
し
た
、
南
北
ア
メ
リ
カ

へ
向
か
う
移
民
の
「
道
徳
改
革
」
に
関
す
る
独
自
の
事
業
で
あ
る
日
本
移
民
協
会

横
浜
講
習
所
（
以
降
、「
横
浜
講
習
所
」
と
略
称
す
る
）
と
い
う
移
民
教
育
施
設

の
存
在
を
挙
げ
て
い
る）

�
（

。
そ
し
て
同
講
習
所
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
特
に
女
性
移

論

文日
本
移
民
協
会
の
活
動
と
人
種
・
移
民
問
題
に
お
け
る
役
割

西

村

英

之
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住
者
の
「
啓
発
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
女
性
が
海
外
移
住
地
の

基
本
要
素
で
あ
る
「
個
々
の
家
庭
生
活
の
維
持
」
と
、
次
世
代
の
日
本
人
植
民
者

の
教
育
を
担
う
こ
と
を
当
時
期
待
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
し
た）

�
（

。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
間
宮
研
究
は
主
に
『
協
会
報
告
』
に
基
づ
い

て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
同
史
料
に
つ
い
て
優
れ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、

『
協
会
報
告
』
が
協
会
の
活
動
内
容
を
概
略
的
に
ま
と
め
報
告
す
る
と
い
う
性
質

の
史
料
で
あ
る
た
め
、
協
会
の
活
動
の
実
情
な
ど
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。「
日

本
移
民
協
会
の
事
業
の
中
心

）
ø÷
（

」
と
評
し
た
横
浜
講
習
所
に
つ
い
て
も
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
や
受
講
期
間
、
一
九
一
六
年
度
の
協
会
か
ら
の
交
付
金
な
ど
に
は
触
れ
て
い

る
が
、
運
営
の
内
情
・
実
態
ま
で
踏
み
込
め
て
い
な
い
。
東
研
究
で
は
横
浜
講
習

所
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
、
そ
の
後
設
立
さ
れ
る
官
立
の
移
民
講
習
所
と
の
関

連
や
「
植
民
教
育
」
の
点
か
ら
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
運
営
の
内
情
と
い
っ
た

個
別
具
体
的
な
検
討
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

以
上
の
通
り
、
先
行
研
究
で
は
日
本
移
民
協
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
『
協
会
報

告
』
な
ど
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
史
料
の
性
質
な
ど
に
よ
り
一
大

事
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
横
浜
講
習
所
で
あ
っ
て
も
概
略
的
な
検
討
に
留
ま
っ
て

い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
既
出
史
料
や
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ

な
か
っ
た
日
本
移
民
協
会
に
関
係
す
る
史
料
を
使
っ
て
、
日
本
移
民
協
会
の
活
動

や
そ
の
目
的
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
人
種
・
移
民
問
題
に

お
け
る
協
会
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

日
本
移
民
協
会
の
組
織
情
報
と
活
動
方
針

前
述
の
通
り
、
日
本
移
民
協
会
に
つ
い
て
組
織
の
概
要
や
そ
の
活
動
の
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
は
間
宮
研
究
や
坂
口
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
最

初
に
確
認
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
日
本
移
民
協
会
の
活
動
目
的
を
記
し
た
い
く
つ
か

の
史
料
か
ら
、
協
会
の
活
動
方
針
や
協
会
が
ど
の
よ
う
な
組
織
を
目
指
し
て
い
た

の
か
を
検
討
す
る
。

日
本
移
民
協
会
の
組
織
情
報

ま
ず
は
協
会
の
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
日
本
移
民
協
会
は

一
九
一
四
年
二
月
一
一
日
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る）

øø
（

。
出
版
事
業
・
講
演
会
・

講
習
所
の
運
営
な
ど
の
移
民
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
会
頭
は
大
隈
重
信
、
副

会
頭
は
元
大
蔵
官
僚
の
添
田
寿
一
が
務
め
た
。会
員
数
は
設
立
時
点
で
三
六
〇
名
、

翌
年
に
は
四
九
五
名
と
な
り
、
そ
れ
以
降
の
『
協
会
報
告
』
に
は
新
規
入
会
者
名

が
記
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
足
し
て
い
く
と
一
九
一
九
年
の
時
点
で
七
二
一
名
に
ま

で
な
っ
て
い
た）

øù
（

。

間
宮
研
究
で
は
、
当
時
渋
沢
栄
一
が
関
わ
っ
て
い
た
日
米
交
換
教
授
事
業

（
一
九
一
一
年
）、
帰
一
協
会
（
一
九
一
二
年
七
月
設
立
）、
日
米
関
係
委
員
会

（
一
九
一
六
年
一
月
設
立
）、
日
米
協
会
（
一
九
一
七
年
六
月
設
立
）
な
ど
、
日
米

関
係
の
改
善
を
目
的
に
し
た
「
啓
発
運
動
」
の
流
れ
の
な
か
に
日
本
移
民
協
会
を

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た）

øú
（

。
坂
口
は
、
渋
沢
や
添
田
、
中
野
武
営
が
牧

野
伸
顕
に
提
出
し
た
「
啓
発
運
動
に
関
す
る
件
」、
ま
た
併
せ
て
出
さ
れ
た
「
移

民
方
針
に
関
す
る
件
」
を
挙
げ
、「
こ
の
二
つ
の
意
見
書
は
、
そ
の
提
出
時
期
と
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そ
の
後
の
三
者
の
移
民
問
題
と
の
関
わ
り
方
か
ら
み
て
も
、
日
本
移
民
協
会
の
創

立
と
そ
の
活
動
方
針
を
強
く
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

øû
（

。

日
本
移
民
協
会
の
役
職
に
つ
い
て
、設
立
当
初
は
会
頭（
一
名
）・
副
会
頭（
一
名
、

な
お
こ
の
時
点
で
副
会
頭
は
空
席
で
あ
っ
た
）・
評
議
員
（
若
干
名
）・
幹
事
（
若

干
名
）
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
規
約
に
記
載
が
な
い
も
の
の
会
計
監
督
も
存
在
し
て

い
た）

øü
（

。
し
か
し
後
述
す
る
規
約
の
改
正
に
よ
り
、会
頭
（
一
名
）・
副
会
頭
（
一
名
）・

相
談
役
（
若
干
名
）・
会
計
監
督
（
一
名
）・
評
議
員
（
若
干
名
）・
幹
事
（
若
干
名
）

の
役
員
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

øý
（

。
こ
れ
ら
の
職
務
内
容
と
し
て
は
、
会
頭
は

「
会
務
ヲ
総
理
」
し
相
談
役
会
・
評
議
員
会
の
議
長
を
務
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る）

øþ
（

。そ
し
て
副
会
頭
は
会
頭
の
補
佐
と
会
頭
に
事
故
が
あ
っ
た
場
合
の
代
理
、

相
談
役
は
「
会
務
ニ
参
与
」
す
る
こ
と
が
、会
計
監
督
は
文
字
通
り
会
計
の
監
督
、

評
議
員
は
「
重
要
ナ
ル
会
務
ニ
付
キ
会
頭
ノ
諮
問
」
に
応
じ
る
こ
と
、幹
事
は
「
会

務
ヲ
処
理
」
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た）

øÿ
（

。

会
員
に
な
る
た
め
に
は
会
員
二
名
以
上
の
推
選
が
必
要
で
、会
員
は
名
誉
会
員
・

特
別
会
員
・
正
会
員
・
準
会
員
の
四
種
に
分
け
ら
れ
て
い
た）

øĀ
（

。
特
別
会
員
・
正
会

員
・
準
会
員
の
種
別
は
会
費
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
一
時
ニ
金
百
円
以
上
」

を
納
め
る
場
合
は
特
別
会
員
、「
年
額
金
拾
円
」
の
場
合
は
正
会
員
、「
年
額
金
貮

円
」
の
場
合
は
準
会
員
と
な
っ
て
い
る）

ù÷
（

。
名
誉
会
員
に
つ
い
て
は
「
評
議
員
会
ノ

決
議
ヲ
経
テ
会
頭
ノ
推
選
ス
ル
者
」
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た）

ùø
（

。

日
本
移
民
協
会
の
財
政
に
つ
い
て
、
会
計
報
告
は
確
認
で
き
る
限
り
一
九
一
五

年
と
一
九
一
六
年
の
二
ヶ
年
分
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
一
九
一
五

年
の
収
入
は
合
計
三
二
一
九
・
二
五
円
で
支
出
は
合
計
二
九
一
一
・
三
三
円
、
残
っ

た
繰
り
越
し
分
は
三
〇
八
・
四
九
五
円
で
あ
っ
た）

ùù
（

。
一
九
一
六
年
は
、
詳
し
く
は

横
浜
講
習
所
を
扱
う
項
目
で
説
明
す
る
が
、
講
習
所
設
立
の
た
め
の
寄
付
金
に
よ

り
収
入
・
支
出
規
模
が
増
大
し
、
収
入
が
合
計
一
〇
七
五
八
・
四
五
五
円
、
支
出

が
合
計
一
〇
六
五
八
・
四
〇
五
円
、
繰
越
金
が
一
〇
〇
・
〇
五
円
で
あ
る
な
ど
、
余

裕
は
あ
ま
り
な
い
状
況
で
あ
っ
た）

ùú
（

。な
お
横
浜
講
習
所
の
会
計
状
況
に
つ
い
て
は
、

別
途
講
習
所
の
項
目
で
検
討
す
る
。　
　

ま
た
一
九
一
五
年
の
協
会
の
総
収
入
の
う
ち
九
一
％
が
会
費
で
あ
り）

ùû
（

、
翌
年

一
九
一
六
年
の
総
収
入
の
う
ち
、
上
述
し
た
横
浜
講
習
所
設
立
の
た
め
の
寄
付
金

七
七
〇
〇
円
を
除
く
と
会
費
の
割
合
は
六
八
％
で
あ
っ
た）

ùü
（

。
会
費
収
入
の
金
額
は

落
ち
込
ん
だ
も
の
の
、
収
入
の
過
半
数
を
担
う
会
費
は
重
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

日
本
移
民
協
会
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
間
宮
研
究
で
は
確
認
で
き
る
限
り

『
協
会
報
告
』
の
最
終
巻
で
あ
る
『
協
会
報
告
第
十
六
』（
一
九
一
九
年
）
以
降

の
活
動
は
検
討
で
き
て
お
ら
ず
、
存
続
期
間
に
つ
い
て
も
「
確
認
で
き
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る）

ùý
（

。
坂
口
研
究
で
は
、
一
九
二
〇
年
に
副
会
頭
で
あ
る
添
田
寿
一
が
外

務
省
通
商
局
長
に
提
出
し
た
報
告
書
に
お
い
て
協
会
が
苦
し
い
財
政
状
況
に
陥
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

ùþ
（

。
そ
し
て
警
視
庁
外
事
課
が
一
九
二
八
年
一
二
月

時
点
に
存
在
す
る
移
植
民
団
体
に
つ
い
て
調
べ
た
史
料
に
日
本
移
民
協
会
の
名
前

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
同
年
に
発
行
さ
れ
た
ド
・
エ
ツ
カ
著
・
宮
尾

舜
治
訳
『
平
和
的
な
る
海
外
発
展
地
モ
ザ
ン
ビ
ク
葡
領
東
阿
弗
利
加
』
刊
行
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

ùÿ
（

。

こ
の
よ
う
に
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
今
回
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断
片
的
に
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
年
の
間
に
国
内
外
で
起
き
た
主
要
な
出
来
事
や

統
計
、
調
査
等
を
ま
と
め
た
総
合
年
鑑
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
日
本
移
民

協
会
の
動
向
、
特
に
協
会
の
存
在
・
代
表
者
名
に
つ
い
て
追
う
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
で
は
一
九
一
八
年
か
ら
時
事
新
報
社
に
よ
り
刊
行
が
は
じ
ま
り
、
一
九
三
七

年
以
降
は
同
盟
通
信
社
が
刊
行
を
し
た
『
時
事
年
鑑
』（
時
事
新
報
社
（
一
九
一
八

～
一
九
三
六
年
）
／
同
盟
通
信
社
（
一
九
三
七
年
～
））
を
も
と
に
検
討
し
た
。

創
立
以
来
会
頭
は
大
隈
重
信
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
二
年
一
月
に
大
隈
は
死

去
す
る
。『
時
事
年
鑑
』
で
は
初
号
で
あ
る
『
時
事
年
鑑
大
正
七
・
八
年
』（
時
事

新
報
社
、
一
九
一
八
年
）
か
ら
『
時
事
年
鑑
大
正
一
一
年
』
一
九
二
一
年
）
ま

で
は
代
表
者
と
し
て
大
隈
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
時
事
年
鑑

大
正
一
二
年
』（
一
九
二
二
年
）
か
ら
『
時
事
年
鑑
大
正
一
五
年
』（
一
九
二
五

年
）
ま
で
は
国
内
団
体
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
く
、『
時
事
年
鑑
大
正
一
六
年
』

（
一
九
二
六
年
）
か
ら
『
時
事
年
鑑
昭
和
四
年
』（
一
九
二
八
年
）
の
間
は
副
会

頭
で
あ
る
添
田
寿
一
が
代
表
者
と
さ
れ
て
い
た
。そ
し
て『
時
事
年
鑑
昭
和
五
年
』

（
一
九
二
九
年
）
か
ら
『
時
事
年
鑑
昭
和
一
二
年
』（
一
九
三
六
年
）
で
は
宮
尾

舜
治
が
代
表
者
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
九
二
九
年
五
月
七
日

付
け
で
当
時
の
外
務
大
臣
田
中
義
一
宛
に
、「
副
会
頭
更
迭
届
」
が
日
本
移
民
協

会
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る）

ùĀ
（

。
添
田
が
一
九
二
九
年
七
月
に
死
去
し
て
い
る
た
め
、

そ
の
直
前
に
副
会
頭
が
交
代
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
添
田
が
大
隈
の
死
去
後
も

「
副
会
頭
」の
ま
ま
日
本
移
民
協
会
の
代
表
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
こ
か
ら
わ
か
っ

た
。
後
任
の
宮
尾
舜
治
は
、
関
東
都
督
府
民
政
長
官
、
愛
知
県
知
事
、
北
海
道
庁

長
官
、
帝
都
復
興
院
副
総
裁
な
ど
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
る
。
日
本
移
民
協
会
に

は
設
立
当
初
か
ら
参
加
し
て
お
り
評
議
員
を
務
め
て
い
た）

ú÷
（

。
宮
尾
は
一
九
三
七

年
四
月
に
死
去
し
て
お
り
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
『
時
事
年
鑑
昭
和
一
三

年
』（
同
盟
通
信
社
、
一
九
三
七
年
）
で
は
代
表
者
欄
は
「（
欠
員
）」
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
『
時
事
年
鑑
昭
和
一
四
年
』（
一
九
三
八
年
）
に
な
る
と
、
加
藤

壮
太
郎
と
い
う
人
物
が
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
。
加
藤
壮
太
郎
は
、『
協
会
報
告

第
十
二
』（
一
九
一
七
年
）
の
新
入
会
員
で
名
前
を
確
認
で
き）

úø
（

、
ま
た
『
協
会
報

告
第
十
六
』（
一
九
一
九
年
）
に
お
い
て
幹
事
に
就
任
し
て
い
る）

úù
（

。
加
藤
の
経
歴

と
し
て
は
、
一
八
七
四
年
に
海
軍
兵
学
校
を
卒
業
後
、
海
軍
軍
人
と
し
て
活
躍
し

一
九
一
五
年
に
大
佐
と
な
り
翌
年
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た）

úú
（

。
加
藤
は
一
九
二
〇

年
代
に
日
本
移
民
協
会
か
ら
、『
東
西
文
明
の
調
和
を
国
際
是
と
為
す
の
意
見
』）

úû
（

、

『
八
方
塞
が
り
を
打
開
し
て
邁
進
す
べ
き
国
民
の
総
使
命
』）

úü
（

、『
対
外
国
策
の
民
衆

化
』）

úý
（

と
い
う
三
つ
の
小
冊
子
を
著
す
な
ど
の
活
動
が
見
ら
れ
た
。
日
本
移
民
協

会
の
存
在
と
加
藤
の
名
前
は
『
時
事
年
鑑
昭
和
一
八
年
』（
一
九
四
二
年
）
ま
で

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
時
事
年
鑑
昭
和
一
九
年
』（
一
九
四
三
年
）
の
「
団
体
」

一
覧
か
ら
そ
の
名
前
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
日
本
移
民
協
会
の
存
続
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
日
本

移
民
協
会
は
設
立
以
来
大
隈
が
会
頭
を
務
め
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
に
大
隈
が

亡
く
な
る
と
副
会
頭
の
添
田
が
協
会
の
代
表
者
と
し
て
活
動
し
、
そ
の
後
も
添
田

か
ら
宮
尾
、
宮
尾
か
ら
加
藤
と
代
表
者
が
替
わ
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
組
織
自
体
は

『
時
事
年
鑑
昭
和
一
八
年
』
が
発
行
さ
れ
た
一
九
四
二
年
ま
で
は
存
続
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
代
で
は
小
冊
子
や
図

書
の
刊
行
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
の
活
動
が
確
認
で
き
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
、
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一
九
四
〇
年
代
の
活
動
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
協

会
が
実
際
に
活
動
を
し
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

日
本
移
民
協
会
の
活
動
方
針

日
本
移
民
協
会
の
設
立
趣
旨
は
、『
協
会
報
告
第
一
』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の

と
『
協
会
報
告
第
二
』
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
一
九
一
五
年
五
月
三
〇
日
、
大
隈
邸
で
開
催
さ
れ
た
評
議
員
会
に
て
修
正
が

可
決
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
修
正
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
従
前
の
趣
旨
は
長
文

な
る
と
且
年
々
変
更
す
る
計
数
を
加
へ
あ
る
を
以
て
其
意
義
精
神
を
害
せ
さ
る
範

囲
内
に
於
て
短
縮
し
た
る
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

úþ
（

。
本
稿
で
は
区
別
を
つ
け

る
た
め
に
『
協
会
報
告
第
一
』
で
書
か
れ
た
設
立
趣
旨
を
「
日
本
移
民
協
会
設

立
趣
旨
（
一
九
一
四
年
）」、
修
正
さ
れ
た
も
の
を
「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨

（
一
九
一
五
年
以
後
）」
と
呼
ぶ
。
ま
た
日
本
移
民
協
会
の
掲
げ
る
事
業
も
設
立
趣

旨
同
様
、
設
立
当
初
と
二
年
目
以
降
で
は
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
設
立
趣
旨
修

正
と
同
時
に
規
約
も
修
正
さ
れ
、
そ
の
際
規
約
の
中
に
事
業
内
容
が
組
み
込
ま
れ

て
い
た
た
め
に
多
少
変
更
が
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
も
設
立
趣
旨
同
様
、
区

別
す
る
た
め
に
新
旧
の
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
移
民
協
会
事
業
（
一
九
一
四

年
）」、「
日
本
移
民
協
会
事
業
（
一
九
一
五
年
以
後
）」
と
呼
称
す
る
。

ま
ず
「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
（
一
九
一
四
年
）」
で
は
、
設
立
の
目
的
と

し
て
「
在
外
国
民
の
権
利
利
益
を
擁
護
」
と
「
一
般
国
民
の
対
外
思
想
を
喚
起
」

を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
通
商
貿
易
の
発
展
を
期
す
る
」
と
い
う
三
つ
の
目
的

を
掲
げ
て
い
る）

úÿ
（

。
ま
た
日
本
国
民
の
活
路
は
海
外
発
展
に
こ
そ
あ
り
、
そ
の
た
め

に
も
極
力
「
困
難
と
障
碍
」
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
官
民
一
致
の
国
民
的
団
体
」
が
こ
れ
を
排
除
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
困
難
と
障
碍
」
の
中
に
は
人
種
・
移
民
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
海
外
の
移
民
団
体
を
い
く
つ
か
示
し
、
日
本
に
そ
の
よ

う
な
代
表
的
な
移
民
団
体
が
な
い
の
は
欠
点
だ
と
し
た
上
で
、「
故
に
茲
に
日
本

移
民
協
会
を
設
立
」
し
た
と
記
し
て
い
る）

úĀ
（

。
こ
の
よ
う
に
日
本
移
民
協
会
は
移
民

関
係
団
体
の
代
表
組
織
に
な
る
べ
く
設
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
移
民
団
体

の
取
り
ま
と
め
と
い
う
意
図
が
存
在
し
て
い
た
。

次
い
で
「
日
本
移
民
協
会
事
業
（
一
九
一
四
年
）」
に
お
け
る
一
〇
の
事
業
を

見
て
み
よ
う
。
項
目
と
し
て
は
、「
一

在
外
同
胞
の
後
援
た
る
を
期
す
る
事
」、

「
二

移
殖
民
に
関
す
る
情
報
を
国
民
に
知
ら
し
む
る
事
」、「
三

移
民
排
斥
に

関
す
る
調
査
の
事
」、「
四

移
民
改
善
に
関
す
る
調
査
の
事
」、「
五

移
民
に
適

す
る
地
方
調
査
の
事
」、「
六

移
住
者
指
導
の
事
」、「
七

移
住
者
訓
練
の
事
」、

「
八

移
民
渡
航
の
門
戸
を
開
放
す
る
事
」、「
九

女
子
渡
航
奨
励
の
事
」、「
十

旅
券
交
附
手
続
を
改
善
す
る
事
」
と
な
っ
て
い
る）

û÷
（

。

こ
れ
ら
の
事
業
を
筆
者
が
仮
に
分
類
す
る
と
、
一
・
二
・
四
・
六
・
七
は
「
日
本
人

（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」、
三
・
五
は
「
移
民
地
調
査
」、
八
・
九
・
十
は
「
移
民
奨
励
」

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
に
お
け
る
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
の

比
重
の
多
さ
か
ら
、
日
本
移
民
協
会
は
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
て
い
る
人
種
・
移
民

問
題
に
つ
い
て
、
渡
航
者
に
対
す
る
教
育
で
解
決
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

次
に
「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
（
一
九
一
五
年
以
後
）」
を
検
討
す
る
。
こ
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こ
で
は
設
立
の
目
的
が
三
つ
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
移
民
問
題
は
政
治
・

経
済
・
社
会
的
に
最
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
日
本
は
面
積
が
狭
い

一
方
人
口
増
加
率
が
迅
速
に
伸
び
て
い
る
た
め
、「
移
民
ニ
関
ス
ル
各
般
ノ
事
項

ヲ
調
査
考
究
ス
ル
ハ
極
メ
テ
緊
急
」
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
と
し
て
は
、
当
時

日
本
の
海
外
移
住
希
望
者
は
多
く
の
場
合
海
外
の
事
情
に
通
じ
て
お
ら
ず
、
そ

の
事
か
ら
渡
航
を
躊
躇
し
た
り
、
方
針
を
間
違
え
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
適
当
ノ
資
料
ヲ
供
シ
之
ヲ
指
導
誘
掖
ス
ル
」

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
三
つ
目
は
移
住
し
た
移
民
が
「
規
律
徳
義
」
を
重

ん
じ
る
こ
と
で
「
母
国
ノ
体
面
」
を
辱
め
な
い
よ
う
に
し
て
、
移
住
先
の
現
地

人
に
「
指
摘
ヲ
招
カ
サ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
方
法
ヲ
講
ス
ル
」
が
目
下
の
急
務
で
あ
る

こ
と
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
点
か
ら
日
本
人
移
民
の
海
外
発
展
に
寄
与
す
る

た
め
に
は
「
茲
ニ
統
一
セ
ル
機
関
ヲ
設
ク
ル
」
必
要
が
あ
る
た
め
に
日
本
移
民

協
会
を
設
立
す
る
と
し
て
い
る）

ûø
（

。

「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
（
一
九
一
五
年
以
後
）」
は
、「
日
本
移
民
協
会
設

立
趣
旨
（
一
九
一
四
年
）」
に
比
べ
る
と
ミ
ク
ロ
な
視
点
に
立
っ
て
い
る
印
象
を

受
け
る
。
二
、三
つ
目
の
目
的
は
、先
ほ
ど「
日
本
移
民
協
会
事
業（
一
九
一
四
年
）」

で
挙
が
っ
た
各
事
業
を
分
類
し
た
際
の
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
に
該

当
し
て
い
る
。「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
（
一
九
一
四
年
）」
に
お
い
て
も
「
在

外
国
民
の
権
利
利
益
を
擁
護
」
と
「
一
般
国
民
の
対
外
思
想
を
喚
起
」
と
い
う
近

い
記
述
は
あ
っ
た
も
の
の
、「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
（
一
九
一
五
年
以
後
）」

で
は
よ
り
具
体
的
に
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
の
方
針
を
打
ち
立
て
て

い
る
。こ
こ
で
も
日
本
移
民
協
会
が
こ
の
路
線
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「
統
一
セ
ル
機
関
ヲ
設
ク
ル
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
協
会
の
移
民
団
体
の
取

り
ま
と
め
と
い
う
意
図
は
共
通
し
て
い
る
。

次
に
「
日
本
移
民
協
会
事
業
（
一
九
一
五
年
以
後
）」
を
見
て
い
く
。
こ
こ
で

は
以
下
の
一
〇
の
事
業
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

ûù
（

。

一

移
民
発
展
ノ
方
法
ニ
関
ス
ル
立
案
ヲ
ナ
ス
コ
ト

二

移
民
地
ニ
付
キ
調
査
ヲ
ナ
シ
其
結
果
ヲ
紹
介
ス
ル
コ
ト

三

本
邦
出
発
前
及
海
外
渡
航
後
ニ
於
テ
移
民
ヲ
訓
育
指
導
ス
ル
コ
ト

四

我
移
民
ニ
付
キ
誤
解
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
手
段
ヲ
講
ス
ル

コ
ト

五

移
民
事
業
ニ
必
要
ナ
ル
人
物
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト

六

雑
誌
其
他
ノ
出
版
物
ヲ
発
刊
シ
講
演
会
ヲ
開
ク
コ
ト

七

移
民
ニ
関
ス
ル
各
種
ノ
参
考
品
図
書
及
統
計
等
ヲ
蒐
集
ス
ル
コ
ト

八

本
会
ト
共
通
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
他
ノ
機
関
ト
連
絡
ヲ
ナ
ス
コ
ト

九

前
各
項
ノ
目
的
遂
行
ノ
為
メ
随
時
本
会
ノ
代
表
者
調
査
員
等
ヲ
内
外
枢
要

ノ
地
方
ニ
派
出
ス
ル
コ
ト

十

其
他
本
会
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
行
フ
コ
ト

こ
れ
ら
の
事
業
を
分
析
し
、
前
述
の
分
類
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
二
・
三
・
四
・

六
は
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
に
、
一
・
五
・
七
は
「
移
民
奨
励
」
に
、

二
（「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
と
も
重
複
す
る
）・
九
は
「
移
民
地
調
査
」

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
八
は
、
設
立
趣
旨
で
一
貫
し
て
書
か
れ
て
い
る
移
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民
団
体
の
取
り
ま
と
め
の
方
針
に
該
当
し
て
お
り
、
事
業
に
組
み
込
む
こ
と
で
こ

の
方
針
が
強
調
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
一
九
一
五
年
一
一
月
に
外
務
省
に
提
出
さ
れ
た
「
日
本
移
民
協
会
基
金
調

達
案
」）

ûú
（

の
事
業
を
み
て
い
く
が
、
ま
ず
は
こ
の
史
料
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い

く
。
日
本
移
民
協
会
は
イ
タ
リ
ア
を
例
に
挙
げ
、
同
国
で
は
イ
タ
リ
ア
外
務
省
内

の
局
で
あ
る
移
民
事
務
局
や
「
移
民
事
務
ニ
関
ス
ル
最
高
諮
問
機
関
」
で
あ
る
移

民
評
議
会
が
あ
り
、
そ
の
経
費
は
移
民
や
移
民
取
扱
人
た
ち
に
課
せ
ら
れ
る
金
銭

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
移
民
基
金
に
依
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「
伊
太
利
移

民
法
幷
ニ
施
行
細
則
」
で
は
、
①
移
民
に
つ
い
て
の
私
立
の
保
護
協
会
の
設
立
奨

励
・
認
可
、
②
「
特
別
職
務
権
限
」
の
委
任
と
補
助
金
の
交
付
、
③
「
移
民
ノ
教

育
植
民
地
ノ
経
済
発
展
及
母
国
ト
ノ
貿
易
振
興
ヲ
目
的
ト
ス
ル
協
会
」
の
設
立
と

そ
の
発
達
、
④
そ
れ
ら
の
協
会
の
功
労
を
表
彰
す
る
こ
と
、
の
四
点
を
規
定
し
て

お
り
、
そ
の
経
費
も
移
民
基
金
で
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
の
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
の
は
難
し

い
と
し
て
、
日
本
移
民
協
会
が
移
民
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
併
せ
て

イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
移
民
基
金
を
日
本
で
も
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
提
案
を
行
っ

て
い
る
の
が
「
日
本
移
民
協
会
基
金
調
達
案
」
で
あ
る）

ûû
（

。

こ
の
提
案
は
移
民
団
体
の
取
り
ま
と
め
と
い
う
日
本
移
民
協
会
の
意
図
を
如

実
に
表
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
協
会
が
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
ま
と
め
を
目
指

し
た
の
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
日
本
移
民
協
会
が
移
民

や
移
民
取
扱
人
、
そ
の
他
移
民
関
係
団
体
に
対
し
て
の
権
限
を
持
ち
、
ま
た
イ

タ
リ
ア
の
移
民
基
金
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。「

日
本
移
民
協
会
基
金
調
達
案
」
で
は
、
日
本
移
民
協
会
が
行
う
事
業
を
三
つ

に
分
け
て
記
し
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
目
が
「
移
民
ニ
対
ス
ル
直
接
ノ
事
業
」
で
あ

り
、「
移
民
地
事
情
ノ
紹
介
」、「
乗
船
地
ニ
於
ケ
ル
移
民
ノ
保
護
指
導
」、「
訓
育

ノ
小
冊
子
配
布
講
演
等
」、「
舩
内
ニ
教
導
者
ヲ
乗
組
マ
シ
メ
一
般
ノ
世
話
ヲ
ナ
ス

コ
ト
」、
そ
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
シ
ア
ト
ル
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
等
の
「
必

須
地
ニ
臨
機
ニ
役
員
ヲ
配
置
シ
事
情
ノ
調
査
ト
在
留
民
ノ
指
導
訓
育
ニ
ア
タ
ラ
シ

ム
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
二
つ
目
に
「
一
般
ニ
対
ス
ル
事
業
」
と
し
て

「
刊
行
」
と
「
講
演
会
」
を
、三
つ
目
に
「
移
民
事
業
ニ
関
ス
ル
件
」
と
し
て
「
発

展
方
法
の
研
究
、
立
案
」、「
移
民
地
の
調
査
等
」
を
挙
げ
た）

ûü
（

。
挙
げ
ら
れ
た
事
業

は
ど
れ
も
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、「
移
民
ニ
対
ス
ル
直
接
ノ
事
業
」
と
「
一

般
ニ
対
ス
ル
事
業
」
は
い
ず
れ
も
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
に
関
連
す

る
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
こ
こ
に
力
を
入
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
実
際
に
後
述

す
る
横
浜
講
習
所
の
設
立
し
渡
航
前
の
移
民
に
教
育
を
行
う
な
ど
、
こ
の
方
針
は

日
本
移
民
協
会
の
中
核
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
ま
と
め
る
と
、
日
本
移
民
協
会
は
排
日
運
動
な
ど
の
人
種
・
移
民
問

題
が
激
化
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
対
米
啓
発
運
動
が
行
わ
れ
る
と
い
う
中
で
設
立

さ
れ
、
協
会
が
日
本
国
内
の
移
民
団
体
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
と
い
う
意
図
も
存

在
し
た
。
設
立
趣
旨
や
事
業
は
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
に
重
き
を
置

き
な
が
ら
、「
移
民
奨
励
」
や
「
移
民
地
調
査
」
を
掲
げ
て
い
た
。
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二

日
本
移
民
協
会
の
事
業ô

横
浜
講
習
所
を
中
心
にô

次
は
日
本
移
民
協
会
の
事
業
を
見
て
い
く
。
先
ほ
ど
見
た
通
り
、
移
民
へ
の
教

育
は
日
本
移
民
協
会
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
横
浜
講
習
所
と
し

て
具
体
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
横
浜
講
習
所
に
つ
い
て
は
、
先

行
研
究
で
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
新
た
な
史
料
を
使
用
し
、
よ

り
詳
細
な
実
態
を
検
討
す
る
。

一
九
一
四
年
七
月
、
日
本
力
行
会
と
い
う
移
民
奨
励
団
体
の
会
長
で
あ
り
、
日

本
移
民
協
会
の
会
員
で
も
あ
っ
た
永
田
稠
が
簡
易
的
な
移
民
学
校
を
設
立
し
よ
う

と
計
画
し
て
い
た）

ûý
（

。
賛
同
者
を
求
め
訪
問
す
る
中
で
、
同
じ
く
日
本
移
民
協
会
の

会
員
で
あ
っ
た
新
渡
戸
稲
造
よ
り
、
日
本
移
民
協
会
の
事
業
と
す
る
の
が
最
良
で

あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
、
早
川
千
吉
郎
・
木
内
重
四
郎
（
両
者
も
日
本
移
民
協
会

会
員
）
の
同
意
を
経
て
開
設
へ
と
動
き
出
し

）
ûþ
（

、
一
九
一
四
年
一
二
月
三
日
の
相
談

役
会
で
「
簡
易
移
民
訓
育
所
」
の
設
立
が
決
議
さ
れ
た）

ûÿ
（

。
決
議
で
は
「
訓
育
期
間

は
渡
航
者
の
横
浜
滞
在
期
間
（
一
週
間
乃
至
三
週
間
）
を
限
度
と
す
る
事
」
や
「
束

修
は
金
一
円
と
す
る
事
」
な
ど
が
定
め
ら
れ
た）

ûĀ
（

。

こ
の
時
点
で
横
浜
講
習
所
の
基
本
方
針
が
定
ま
っ
た
が
、
実
際
の
横
浜
講
習
所

は
無
料
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し

）
ü÷
（

、
当
初
は
束
修
（
入
学
料
）
を
徴
収
す

る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
述
す
る
が
講
習
所
は
受
講
者
を
い
か
に
集

め
る
か
に
腐
心
し
て
い
た
た
め
、
無
料
と
す
る
こ
と
で
少
し
で
も
多
く
の
人
に
受

講
を
促
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

海
外
渡
航
者
に
対
し
て
「
豫
メ
適
当
ナ
ル
教
養
ヲ
施
シ
渡
航
地
ニ
於
ケ
ル
風

俗
習
慣
其
他
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
関
ス
ル
知
識

）
üø
（

」
を
与
え
る
べ
く
横
浜
講
習
所
は

一
九
一
六
年
四
月
二
〇
日
に
開
設
し
た）

üù
（

。
設
立
・
運
営
が
多
く
の
寄
付
で
賄
わ
れ

て
い
た
の
が
横
浜
講
習
所
の
特
徴
で
あ
る
。
現
在
把
握
で
き
て
い
る
寄
付
金
・
補

助
金
を
ま
と
め
た
表
①
、
一
九
一
六
～
一
九
二
〇
年
の
横
浜
講
習
所
の
収
入
・
支

出
を
ま
と
め
た
表
②
を
見
て
い
く
。

横
浜
講
習
所
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
一
九
一
五
年
に
添
田
寿
一
・
早
川

千
吉
郎
・
木
内
重
四
郎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
円
が
設
立
費
と
し
て
寄
付
さ
れ
た）

üú
（

。

一
九
一
六
年
に
は
三
井
家
・
東
洋
汽
船
会
社
・「
古
川
男
爵
」（
古
河
虎
之
助
ヵ
）・

三
菱
・
郵
船
会
社
・
大
阪
商
船
会
社
な
ど
か
ら
多
く
の
寄
付
金
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
以
降
は
一
九
一
九
年
に
「
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
」・
原
・
茂
木
か
ら

の
各
五
〇
〇
円
の
寄
付
金
が
な
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
外
務
省
か
ら
は

一
九
一
六
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
の
間
に
毎
年
一
千
円
の
補
助
金
が
下
付
さ
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た）

üû
（

。
な
お
こ
の
寄
付
金
・
補
助
金
に
つ
い
て
、『
協

会
報
告
第
十
三
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
九
一
六
年
度
の
日
本
移
民
協
会
の
会

計
報
告
で
は
、「
横
浜
講
習
所
へ
の
交
付
金
」
と
い
う
名
称
で
会
計
上
の
処
理
が

な
さ
れ
て
い
る）

üü
（

。

協
会
本
部
の
収
支
報
告
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
九
一
五
年
度
と
一
九
一
六
年
度
の

も
の
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
一
九
一
五
年
度
の

収
入
総
額
は
三
二
一
九
・
八
二
五
円
に
対
し
支
出
総
額
は
二
九
一
一・
三
三
円
で
あ

る
）
üý
（

。
一
九
一
六
年
度
で
は
収
入
総
額
が
一
〇
七
五
八
・
四
五
五
円
に
対
し
支
出
総

額
は
一
〇
六
五
八
・
四
〇
五
円
で
あ
る）

üþ
（

。
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
会
計
の
規
模
が

増
大
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
寄
付
金
・
補
助
金
に
よ
る
差
で
あ
る
。
こ

れ
は
一
九
一
六
年
度
の
収
入
額
の
う
ち
「
寄
付
金
」
が
七
七
〇
〇
円
で
あ
り
、
こ
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れ
を
収
入
合
計
額
一
〇
七
五
八
・
四
五
五
円
か
ら
引
く
と
前
年
度
収
入
合
計
額
と

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
三
〇
五
八
・
四
五
五
円
と
な
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
一
六
年
に
横
浜
講
習
所
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
寄
付

金
」
の
大
部
分
は
最
初
か
ら
講
習
所
設
立
の
用
途
で
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
収
入
額
が
増
大
し
た
要
因
で
あ
る
七
七
〇
〇
円
の
「
寄
付
金
」
の
約
八
割

に
相
当
す
る
六
〇
五
〇
円
が
「
横
浜
講
習
所
へ
の
交
付
金
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て

い
る）

üÿ
（

。つ
ま
り「
横
浜
講
習
所
へ
の
交
付
金
」の
実
態
は
寄
付
金
・
補
助
金
で
あ
っ
た
。

表
②
を
見
る
と
、
一
九
一
八
年
ま
で
の
横
浜
講
習
所
の
財
政
は
、
一
九
一
六
年

の
寄
付
金
を
切
り
崩
す
よ
う
に
年
々
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
一
八
年

の
収
入
合
計
額
一
七
七
八
円
六
九
銭
の
う
ち
、
過
半
数
で
あ
る
一
〇
〇
〇
円
が
外

務
省
か
ら
の
補
助
金
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
こ
の
補
助
金
が
重
要
だ
っ
た
か
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
横
浜
講
習
所
が
如
何
に
寄
付
金
・
補
助
金
に
依

存
し
た
財
政
で
、
不
安
定
な
運
営
を
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
実
際
「
日
本
移
民

協
会
横
浜
講
習
所
大
正
七
年
度
会
計
報
告
書

）
üĀ
（

」
を
見
て
み
る
と
、
前
年
度
繰
越

分
が
尽
き
て
「
差
引
不
足
額
」
が
二
七
円
三
七
銭
と
報
告
さ
れ
、
赤
字
に
突
入

し
て
い
た
。
こ
の
赤
字
状
態
は
、
横
浜
正
銀
行
頭
取
・
原
・
茂
木
か
ら
の
合
計

一
五
〇
〇
円
の
寄
付
金
に
よ
り
脱
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
更
な
る
寄
付
金
に
よ

る
補
填
で
あ
る
た
め
や
は
り
不
安
定
で
あ
っ
た
。
な
お
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

一
九
二
〇
年
に
横
浜
講
習
所
は
神
奈
川
県
に
譲
渡
さ
れ
た
た
め
、
会
計
情
報
は
こ

こ
で
途
切
れ
て
い
る
。

横
浜
講
習
所
で
教
え
て
い
た
科
目
に
つ
い
て
は
、
修
身
（
六
時
間
）、
外
国
語

（
六
時
間
）、
外
国
事
情
（
六
時
間
）、
家
事
（
六
時
間
）、
衛
生
生
理
（
三
時
間
）、

額計合年֦ߡඍ額ۜ）ंԾۜঁึ（ंرೖ月年

円002Ҳथీశ月21年5191

円002٤એઔ月21年5191

円002಼॑࢝月21年5191

円0001ແ月5年6191

円0001ՊҬࢀೖ42月5年6191

ऀճঐࡗೖ31月6年6191

円0001ऀճࣞהف༺౨ೖ42月6年6191

1916年6月30ೖ （೯ঁϳލՑݻ）（ชϜϜݬ）ઔऍݻ 1000円

円0001ඝࢀೖ03月6年6191

1916年7月6ೖ ༥ճऀ（ݬชϜϜ） 1000円
ʰαϪύҢڢճຌ෨όึঁۜ
φιϨʱͳ͍Εɽ

円0001計ʁ年7191円0001ແೖ91月3年7191

円0001計ʁ年8191円0001ແ月3年8191

円0001ແ月4年9191

円005खಆߨ۞ۜਜ਼ශԥ年9191
月ೖ͗͵ͪΌɼಆख͗Ҭ
६೯ঁׁ͖ݬ͖࣑͗ɽ

円005ݬ年9191
ම࣊Ίࡎىɽܡݬϳ（ܡݬ
ͺೖຌҢڢճճҽ）ɽ

円005ໞ年9191
ම࣊ΊࡎىɽԥශͲਫ਼ࢵ
ҝঐΝӨΞͲ͏ͪໞฎӶ
（̑େ）ϳɽ

1915年ʁ計600円

1916年ʁ計6000円ʶЍ（ࡗঐճऀ）
ˠڢճຌ෨収支ๅࠄͲͺɼرۜͺ7700円ͳ
͵ͮͱ͏Ζ（ʲڢճๅࠄ�ॉࢀʳΓΕ）ɽ
ˠ಼1000円ͺڢճຌ෨ึঁۜͳ͢ͱॴཀྵ

1919年ʁ計2500円

日本移民協会ٴͼ横浜講習所ͷدۚϦετ

「日本移民協会横浜講習所」、「日本移民協会横浜講習所ܦඅิॿϊ件」大正 8 年 � ݄ 2 日、「横浜講習所大正八年度収支決算表」（「本邦移民関係雑件 
第一巻」外交史料館所蔵、3.8.2.285）より作成。

表ᶃ
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育
児
法
（
二
時
間
）
を
実
施
し
て
い

た
）
ý÷
（

。
当
時
女
性
が
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
家
事
や
育
児
が
こ
こ
に
あ
る
の

は
、
写
真
の
や
り
取
り
で
移
民
と
結
婚

し
妻
と
し
て
現
地
へ
赴
く
と
い
う
「
写

真
花
嫁
」
が
当
時
多
か
っ
た
こ
と
を
反

映
し
て
い
た
。

講
習
に
か
か
る
時
間
は
、
日
本
移
民

協
会
の
相
談
役
会
で
決
議
さ
れ
た
際
は

一
～
三
週
間
を
「
訓
育
期
間
」
と
し
て

い
た
。
実
際
に
横
浜
講
習
所
が
開
設
さ

れ
る
と
、「
講
習
は
朝
の
九
時
か
ら
午
後

の
三
時
迄
あ
つ
て
、
一
週
間
来
れ
ば
一

と
通
り
覚
え
ら
れ
る
様
に
仕
組
ん
で
あ

る
」）

ýø
（

、「
横
浜
か
ら
乗
船
の
一
週
間
前
に

御
出
に
な
つ
て
講
習
を
受
け
ら
る
れ
ば

立
派
な
資
格
が
で
き
る
の
で
す）

ýù
（

」
な
ど
、

な
る
べ
く
時
間
を
か
け
な
い
よ
う
調
整
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
は
横
浜
講
習
所
が
ど
の
よ
う
に
し
て
受
講
者
を
募
っ
た
の
か
を
見
て

い
く
。
一
九
一
七
年
二
月
五
日
、
外
務
省
通
商
局
長
中
村
巍
が
横
浜
講
習
所
へ
の

補
助
金
を
下
付
す
る
か
否
か
を
決
め
る
べ
く
、
有
吉
忠
一
神
奈
川
県
知
事
に
横
浜

講
習
所
の
実
績
を
尋
ね
た）

ýú
（

。
そ
れ
に
対
す
る
有
吉
知
事
の
回
答
の
な
か
に
「
仝
所

（
＝
横
浜
講
習
所ā

筆
者
注
）
ハ
移
民
宿
泊
業
者
ト
相
互
連
絡
ヲ
取
リ
渡
航
者
ヲ

随
時
入
所
セ
シ
ム
ル
事
ト
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
移
民
関
連
業
者
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
大
正
五
年
度
四
月
か

ら
一
二
月
ま
で
に
横
浜
講
習
所
で
学
ん
だ
渡
航
者
は
一
〇
〇
八
人
に
の
ぼ
っ
た）

ýû
（

。

し
か
し
横
浜
講
習
所
は
更
に
多
く
の
受
講
者
を
集
め
よ
う
と
動
き
始
め
る
。

一
九
一
七
年
一
〇
月
二
日
、
横
浜
講
習
所
は
外
務
省
の
中
村
通
商
局
長
に
対
し
、

「
茲
ニ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ハ
猶
一
般
海
外
渡
航
者
ニ
対
シ
テ
本
所
ノ
所
在
事
業
等
ヲ

周
知
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
完
璧
ナ
ラ
ザ
ル
」
と
説
明
し
、
こ
れ
を
解
決
す
べ
く
「
貴

省
ニ
於
ケ
ル
海
外
旅
行
券
下
付
者
住
所
氏
名
ヲ
拝
承
ス
ル
ヲ
得
本
所
ヨ
リ
直
接
其

等
海
外
渡
航
者
ニ
対
シ
入
所
勧
誘
ノ
手
段
ヲ
尽
ス
事
ヲ
得
候
」
と
い
う
提
案
を

行
っ
て
い
る）

ýü
（

。
こ
れ
に
対
し
外
務
省
は
「
或
ル
地
方
ヘ
渡
航
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ

旅
券
下
付
願
書
ヲ
受
理
セ
ル
地
方
庁
ヨ
リ
当
省
ヘ
協
議
致
シ
来
ル
場
合
有
之
候
得

共
右
ハ
官
庁
間
ノ
協
議
ニ
止
マ
リ
当
省
ニ
テ
決
定
的
処
置
ヲ
致
ス
モ
ノ
ニ
無
之
旅

券
下
付
ノ
当
否
ハ
地
方
庁
ニ
於
テ
始
メ
テ
処
決
セ
ラ
ル
」
た
め
、
外
務
省
が
住
所

氏
名
を
通
知
す
る
の
は
難
し
い
と
回
答
し
た）

ýý
（

。
そ
の
後
富
山
県
よ
り
、
横
浜
講
習

所
か
ら
海
外
渡
航
者
の
住
所
氏
名
の
提
供
依
頼
が
あ
り
、
こ
れ
に
ど
う
対
応
し
た

ら
よ
い
か
と
い
う
照
会
が
外
務
省
へ
よ
せ
ら
れ
た）

ýþ
（

。
そ
れ
に
対
し
外
務
省
は
「
貴

庁
ニ
於
テ
モ
事
務
上
ノ
支
障
其
他
ノ
都
合
ニ
因
リ
拒
絶
セ
ラ
ル
ゝ
ハ
何
等
差
支
無

之
候
」
と
返
答
し
て
い
る）

ýÿ
（

。
外
務
省
は
横
浜
講
習
所
が
希
望
す
る
渡
航
者
住
所
氏

名
の
提
供
に
つ
い
て
、
各
府
県
に
そ
の
対
応
を
一
任
し
て
い
た
。
で
は
横
浜
講
習

所
の
こ
の
試
み
は
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
程
度
成
功
し
た
か
、
そ
の
全

体
像
は
見
え
な
い
が
成
功
例
自
体
は
存
在
す
る
。

1916年 1917年 1918年 1919年
1920年

（4月末時点）

収入合計額 6092.640 4411.28 1778.69 2533.66 385.53 円

支出合計額 2845.795 3846.55 1806.06 2148.13 122.53 円

1916～1920年における横浜講習所収入・支出合計額

「日本移民協会横浜講習所」、「横浜講習所大正八年度収支決算表」（「本邦移民関係雑件 第一巻」
外交史料館所蔵、3.8.2.285）より作成。

表ᶄ
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和
歌
山
市
民
図
書
館
移
民
資
料
室
に
、
横
浜
講
習
所
か
ら
吉
永
操
義
氏
と
い
う

人
物
に
宛
て
た
、
横
浜
講
習
所
へ
の
勧
誘
状
が
あ
る
。「
今
度
貴
下
の
海
外
旅
券

を
御
取
り
に
な
つ
た
事
を
貴
県
庁
か
ら
承
り
ま
し
た
」
と
は
じ
ま
る
横
浜
講
習
所

へ
の
勧
誘
を
行
っ
て
い
る）

ýĀ
（

。
こ
れ
は
前
述
の
試
み
が
成
功
し
、
府
県
か
ら
移
民
希

望
者
の
情
報
を
も
ら
い
、
そ
れ
を
も
と
に
横
浜
講
習
所
が
勧
誘
状
を
送
付
す
る
と

い
う
仕
組
み
が
、少
な
く
と
も
一
部
で
は
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

横
浜
講
習
所
で
は
、
一
九
一
六
年
に
は
一
〇
〇
八
人

）
þ÷
（

、
一
九
一
八
年
に
は

六
六
七
人

）
þø
（

が
受
講
し
て
い
た
。
ま
た
一
九
一
八
年
に
は
「
県
庁
渡
航
者
検
査
場
」

に
出
張
し
て
講
話
を
す
る
と
い
う
活
動
を
三
八
回
、
講
演
会
の
開
催
、「
通
信
ニ

依
リ
指
導
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
」
が
五
〇
人
い
る
な
ど
、
幅
広
く
移
民
教
育
を
行
っ
て

い
た）

þù
（

。
さ
ら
に
横
浜
講
習
所
は
『
海
外
渡
航
者
必
携
』
と
い
う
小
冊
子
を
発
行
し
て
い

た
。
こ
の
小
冊
子
は
移
住
す
る
に
あ
た
り
心
得
て
お
く
べ
き
事
柄
を
、「
こ
れ
丈

け
読
ン
だ
丈
け
で
は
未
だ
外
国
へ
行
く
用
意
が
十
分
に
出
来
た
と
は
申
さ
れ
ま
せ

ぬ
）
þú
（

」
と
い
う
言
葉
通
り
、
必
要
最
低
限
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
横

浜
講
習
所
以
外
に
も
移
民
教
育
が
浸
透
す
る
よ
う
に
活
動
し
て
い
た
。
移
民
教
育

の
実
践
機
関
と
し
て
活
躍
し
た
横
浜
講
習
所
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
よ

う
に
一
九
二
〇
年
九
月
三
〇
日
を
以
て
閉
鎖
し
、
同
年
一
〇
月
一
日
同
じ
場
所
に

神
奈
川
県
が
運
営
を
引
き
継
い
だ
「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
」
が
設
立
さ

れ
る
こ
と
と
な
る）

þû
（

。
横
浜
講
習
所
と
神
奈
川
県
の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
開

所
一
ヶ
月
で
神
奈
川
県
知
事
が
指
定
す
る
県
庁
役
員
が
直
接
監
督
す
る
こ
と
に

な
っ
た）

þü
（

。
ま
た
一
九
一
七
年
五
月
二
八
日
に
横
浜
講
習
所
の
顧
問
が
倉
知
鉄
吉
か

ら
有
吉
忠
一
神
奈
川
県
知
事
に
交
代
し
て
い
る）

þý
（

。
そ
し
て
有
吉
が
顧
問
を
務
め
て

い
た
時
期
の
横
浜
講
習
所
に
つ
い
て
、
神
奈
川
県
の
大
森
と
い
う
刑
事
部
長
か
ら

の
内
話
情
報
と
し
て
、「
本
事
業
ハ
単
ニ
名
義
上
移
民
協
会
ニ
属
ス
ル
モ
実
際
ハ

顧
問
ト
シ
テ
有
吉
知
事
ノ
宰
領
ニ
属
シ
」
て
い
る
と
し
て
い
る）

þþ
（

。
こ
の
よ
う
に
横

浜
講
習
所
が
開
所
し
て
間
も
な
い
頃
か
ら
神
奈
川
県
が
関
わ
っ
て
お
り
、
有
吉
知

事
が
顧
問
を
務
め
る
時
期
に
は
主
導
権
は
神
奈
川
県
が
握
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
主
導
権
の
移
り
変
わ
り
の
要
因
に
つ
い
て
明
快
に
記
す
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ

見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
次
項
で
検
討
す
る
全
国
移
殖
民
協
議
会
に
お
い
て
、
日

本
移
民
協
会
の
移
民
教
育
に
関
す
る
方
針
の
一
端
が
わ
か
る
。

三

全
国
移
殖
民
協
議
会
の
開
催

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
人
移
民
の
海
外
発
展
に
は
「
茲
ニ
統
一
セ
ル
機
関
ヲ

設
ク
ル
」
必
要
が
あ
る
と
し
て
日
本
移
民
協
会
は
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
設
立
趣
旨

が
最
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
活
動
と
し
て
、
全
国
移
殖
民
協
議
会
（
以
降
、
移
殖

民
協
議
会
と
呼
称
す
る
）
の
開
催
が
あ
げ
ら
れ
る
。

移
殖
民
協
議
会
は
日
本
移
民
協
会
が
主
導
し
、
一
九
一
八
年
一
二
月
二
四
～

二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
。
日
本
移
民
協
会
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
後
を
見
据
え

た
と
き
、
各
国
間
で
「
各
種
の
競
争
」
が
起
き
る
と
と
も
に
国
内
で
は
海
外
発
展

の
機
運
が
高
ま
る
と
し
て
、「
今
日
に
於
て
移
殖
民
に
対
す
る
国
策
を
樹
立
す
る

の
切
要
な
る
を
認
め
」
た
た
め
に
、
移
殖
民
協
議
会
を
開
催
す
る
と
し
た）

þÿ
（

。
日
本

移
民
協
会
は
、
副
会
頭
の
添
田
寿
一
の
名
義
で
全
国
の
府
県
知
事
に
対
し
、
移
殖
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民
協
議
会
の
参
列
者
推
薦
の
依
頼
文
を
一
一
月
三
〇
日
付
で
送
っ
た
。そ
の
結
果
、

二
七
府
県
か
ら
五
七
人
が
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

þĀ
（

。

移
殖
民
協
議
会
は
添
田
寿
一
に
よ
る
挨
拶
、
日
本
移
民
協
会
幹
事
の
中
村
弼

に
よ
る
開
会
経
緯
の
報
告
に
始
ま
り
、
議
事
は
選
挙
に
よ
り
添
田
と
山
口
県
か

ら
参
加
し
た
近
藤
慶
一
が
座
長
に
選
ば
れ
進
行
し
た
。
そ
の
後
日
本
移
民
協
会

か
ら
、「
第
一
、
移
殖
民
地
を
調
査
す
る
事
」、「
第
二
、
農
業
労
働
者
は
勿
論
其

以
外
の
移
民
並
に
一
般
渡
航
者
を
奨
励
す
る
事
」、「
第
三
、
全
国
各
府
県
に
移

殖
民
保
護
奨
励
機
関
設
立
を
勧
誘
す
る
こ
と
」
と
い
う
三
つ
の
決
議
案
が
出
さ

れ
採
択
さ
れ
た）

ÿ÷
（

。

「
第
三
」
は
具
体
的
な
内
容
も
決
議
さ
れ
た
。「
移
殖
民
保
護
奨
励
機
関
」
に
つ

い
て
は
「
官
民
合
同
の
機
関
」
と
位
置
づ
け
、「
府
県
知
事
指
名
の
官
吏
並
に
府

県
会
議
員
、
地
方
の
有
力
者
五
名
以
上
」
を
中
心
と
し
た
会
、
と
い
う
例
を
挙
げ

た
。
事
業
に
つ
い
て
は
、「（
一
）
移
殖
民
に
対
す
る
準
備
教
育
」「（
二
）
渡
航
者

の
資
格
補
償
」「（
三
）
優
良
な
る
移
殖
民
の
紹
介
」「（
四
）
旅
行
券
下
付
手
続
の

周
知
」「（
五
）
在
外
県
民
の
慰
撫
」「（
六
）
移
民
行
政
の
研
究
」「（
七
）
其
他
移

殖
民
保
護
奨
励
に
必
要
あ
る
事
項
」
と
い
う
七
つ
を
挙
げ
て
い
る）

ÿø
（

。

こ
れ
ら
の
事
業
を
見
て
み
る
と
、
日
本
移
民
協
会
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

た
移
民
教
育
を
含
め
、
多
く
の
移
民
奨
励
に
関
係
す
る
事
項
を
各
府
県
に
て
実
行

さ
せ
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
各
府
県
の
参
加
者
か
ら
提
出
さ
れ

た
協
議
案
も
あ
り
、
例
え
ば
広
島
県
か
ら
は
「
政
府
と
し
て
移
殖
民
者
の
準
備
教

育
に
関
す
る
制
度
」
を
設
定
し
、
ま
た
「
移
殖
民
地
に
於
け
る
児
童
教
育
の
方
針

を
指
示
せ
し
む
る
事
」を
請
願
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た）

ÿù
（

。
和
歌
山
県
か
ら
も「
移

殖
民
奨
励
の
為
め
町
村
に
於
て
特
別
施
設
の
教
育
費
に
対
し
国
庫
補
助
規
則
の
発

布
を
建
議
す
る
こ
と
」
と
い
う
協
議
案
が
出
さ
れ
た）

ÿú
（

。
ま
た
和
歌
山
県
の
協
議
案

で
は
、
日
本
人
移
民
の
渡
航
地
に
お
け
る
排
日
運
動
に
つ
い
て
、「
経
済
的
関
係

と
人
種
的
僻
見
に
因
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
教
育
な
く
礼
節
な
き
移
民
の
多
数
を

占
む
る
は
其
大
原
因
」
と
し
て
お
り
、
日
本
移
民
協
会
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
移

民
・
移
民
希
望
者
の
教
育
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

ÿû
（

。
広
島
県
と
和
歌
山

県
は
ど
ち
ら
も
多
く
の
移
民
を
輩
出
す
る
県
で
あ
り
、
人
種
・
移
民
問
題
に
大
き

な
関
心
を
抱
い
て
い
た
た
め
に
こ
の
協
議
案
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
こ
の
広
島
県
・
和
歌
山
県
の
協
議
案
は
ど
ち
ら
も
決
議
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
決
議
を
実
行
す
べ
く
全
国
移
殖
民
協
議
会
実
行
委
員
が
置
か
れ
、
委

員
長
に
は
添
田
寿
一
、委
員
に
は
日
本
移
民
協
会
の
幹
部
（
会
頭
の
大
隈
や
幹
事
）

や
広
島
県
・
沖
縄
県
・
長
野
県
を
は
じ
め
と
し
た
一
〇
の
府
県
の
代
表
者
が
務
め

た
。
ま
た
全
国
移
殖
民
協
議
会
の
事
務
所
は
日
本
移
民
協
会
内
に
置
か
れ
る
こ
と

と
な
っ
た）

ÿü
（

。

こ
こ
ま
で
移
殖
民
協
議
会
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
協
議
会
は
日
本
移
民

協
会
が
主
導
し
全
国
か
ら
各
府
県
の
代
表
者
を
招
集
す
る
こ
と
で
、
人
種
・
移
民

問
題
に
対
し
全
国
規
模
の
連
携
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
種
・
移

民
問
題
に
対
し
て
日
本
移
民
協
会
は
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
は

日
本
を
代
表
す
る
移
民
関
係
機
関
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
前
項
で
見
た
通
り
横
浜
講
習
所
の
運
営
を
行
っ
て
い
た
日
本
移
民
協

会
が
、
決
議
に
お
い
て
移
民
教
育
の
実
践
を
、
各
府
県
で
の
設
立
を
目
指
し
た

「
移
殖
民
保
護
奨
励
機
関
」
の
事
業
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
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る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
村
弼
が
本
決
議
案
の
協
議
中
に
、
移
民
の
指
導
や
扱
い

と
い
っ
た
「
移
民
行
政
」
が
「
唯
今
の
所
は
ま
だ
手
が
著
い
て
居
ら
ぬ
」
と
し
て
、

不
十
分
で
あ
る
と
発
言
し
て
い
る）

ÿý
（

。
つ
ま
り
横
浜
講
習
所
の
活
動
だ
け
で
は
移
民

教
育
が
行
き
届
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
各
府
県
で
実
践
す
る
と
い
う
方
向
に
シ

フ
ト
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
横
浜
講
習
所
が
神
奈
川
県
に
譲
渡

さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、同
講
習
所
だ
け
で
は
移
民
教
育
が
普
及
し
な
い
た
め
、

各
府
県
に
こ
れ
を
担
わ
せ
よ
う
と
い
う
日
本
移
民
協
会
の
方
針
が
、
譲
渡
の
要
因

の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
日
本
移
民
協
会
の
組
織
の
沿
革
や
活
動
方
針
、
そ
し
て
横
浜
講
習

所
で
の
活
動
と
全
国
移
殖
協
議
会
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
っ
た
。

日
本
移
民
協
会
は
国
内
の
移
民
団
体
の
取
り
ま
と
め
を
意
図
し
て
設
立
さ
れ
、

「
日
本
移
民
協
会
基
金
調
達
案
」
で
は
移
民
事
務
の
執
行
や
移
民
基
金
の
創
立
を

提
案
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
こ
の
提
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
各
府
県
知

事
に
呼
び
か
け
、
全
国
か
ら
代
表
者
を
招
集
し
移
民
問
題
を
全
国
的
に
協
議
す
る

全
国
移
殖
民
協
議
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
移
民
関
係
の
事
柄
に
お
い
て
中
心
的
な

立
ち
位
置
に
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
日
本
移
民
協
会
は
日
本
を
代
表
す
る
移

民
の
奨
励
・
保
護
・
研
究
機
関
で
あ
り
、
設
立
の
目
的
を
一
時
的
に
で
も
果
た
し

て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

日
本
移
民
協
会
は
「
日
本
人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」、「
移
民
奨
励
」、「
移
民

地
調
査
」
の
三
つ
を
事
業
に
掲
げ
て
お
り
、
特
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
「
日
本

人
（
移
民
含
む
）
の
啓
蒙
」
に
該
当
す
る
移
民
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が

横
浜
講
習
所
で
あ
る
。
横
浜
講
習
所
の
運
営
の
大
部
分
は
外
務
省
の
補
助
金
や
そ

の
他
寄
付
金
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
神
奈
川
県
に
引
き
渡
す
ま
で
の
間
は
財

政
的
に
不
安
定
で
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
日
本
民
族

が
人
種
的
に
対
等
で
あ
る
と
強
く
信
じ
て
い
た）

ÿþ
（

」
当
時
の
日
本
の
人
々
は
、
ア
メ

リ
カ
で
起
き
る
人
種
・
移
民
問
題
の
原
因
を
日
本
人
移
民
に
求
め
、
教
育
を
施
す

こ
と
で
こ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
移
民
教
育
は
、
日
本
人
移
民
が

ア
メ
リ
カ
に
同
化
で
き
る
と
い
う
主
張
を
発
信
す
る
対
米
啓
発
運
動
と
併
せ
て
展

開
さ
れ
る
、
言
う
な
れ
ば
車
の
両
輪
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
日
本
移
民
協
会
の
活
動
は
、
幹
事
で
あ
る
加
藤
壮
太

郎
が
著
し
た
小
冊
子
の
発
行
や
、
一
九
二
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
ド
・
エ
ツ
カ
著
・

宮
尾
舜
治
訳
『
平
和
的
な
る
海
外
発
展
地
モ
ザ
ン
ビ
ク
葡
領
東
阿
弗
利
加
』
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
出
版
事
業
は
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
日
本
移
民

協
会
は
会
頭
の
大
隈
が
一
九
二
二
年
に
亡
く
な
る
と
、
副
会
頭
の
添
田
が
役
職
そ

の
ま
ま
に
代
表
者
と
な
り
、
そ
し
て
一
九
二
九
年
の
添
田
が
亡
く
な
る
直
前
に
協

会
設
立
当
初
か
ら
評
議
員
を
務
め
て
い
た
宮
尾
舜
治
へ
と
副
会
頭
が
交
代
し
た
。

宮
尾
が
一
九
三
七
年
に
亡
く
な
る
と
、
協
会
に
は
途
中
か
ら
参
加
し
た
が
幹
事
を

務
め
て
い
た
元
海
軍
軍
人
の
加
藤
壮
太
郎
が
代
表
者
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
代
表

者
が
替
わ
り
つ
つ
も
、
実
際
に
活
動
を
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
『
時
事
年

鑑
』
の
記
載
か
ら
一
九
四
二
年
時
ま
で
組
織
自
体
は
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
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日
本
移
民
協
会
に
つ
い
て
、
大
隈
、
添
田
な
ど
の
歴
代
代
表
者
の
思
想
の
分
析

や
、
今
回
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
移
民
教
育
以
外
の
事
業
、
特
に
出
版
事
業
と
出
版

物
の
分
析
、
日
本
移
民
協
会
よ
り
後
発
の
主
要
な
移
民
関
係
団
体
で
あ
る
海
外
協

会
中
央
会
と
の
比
較
・
検
討
な
ど
、
本
稿
で
は
書
き
き
れ
な
か
っ
た
課
題
が
多
い

た
め
、
引
き
続
き
研
究
を
進
め
て
い
く
。

注（
１
）
入
江
昭
「
日
米
敵
対
意
識
の
源
泉
」（『
国
際
政
治
』
三
四
号
、
一
九
六
七
年
）
一
頁

（
２
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
』（『
復
刻
版
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
巻
』、不
二
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）
一
一
頁

（
３
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
』
前
掲
二
一
～
三
〇
頁

（
４
）
坂
口
満
宏「『
日
本
移
民
協
会
報
告
』解
説
」（『
復
刻
版
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
巻
』、

不
二
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
三
頁

（
５
）
阪
田
安
雄
他
五
名
『
海
外
移
住
資
料
館
展
示
案
内
わ
れ
ら
新
世
界
に
参
加
す
』（
海

外
移
住
資
料
館
、
二
〇
〇
四
年
）
三
〇
頁

（
６
）
間
宮
國
男
「『
対
米
啓
発
運
動
』
と
日
本
移
民
協
会
の
設
立
」（『
研
究
シ
リ
ー
ズ

三
三
黎
明
期
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
国
際
関
係

：

太
平
洋
問
題
調
査
会
（*�1�3�

）

の
研
究
』、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
、
一
九
九
四
年
）

（
７
）
東
栄
一
郎
『
帝
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
も
と
め
て
日
本
人
の
環
太
平
洋
移
動
と
入
植

者
植
民
地
主
義
』（
飯
島
真
理
子
他
三
名
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）

一
六
六
頁

（
８
）
同
上

（
９
）
同
上
一
六
七
頁

（
��
）
間
宮
前
掲
一
七
〇
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
』
前
掲
一
一
頁

（
��
）
坂
口
前
掲
九
頁

（
��
）
間
宮
前
掲
一
五
九
頁

（
��
）
坂
口
前
掲
六
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
』
前
掲
一
九
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
』
前
掲
二
頁

（
��
）
同
上

（
��
）
同
上

（
��
）
間
宮
前
掲
一
六
三
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
』
前
掲
一
頁

（
��
）
同
上

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
二
』（『
復
刻
版
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
巻
』、
不
二

出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
三
三
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
三
』
前
掲
二
六
頁

（
��
）
坂
口
前
掲
九
頁

（
��
）
同
上

（
��
）
間
宮
前
掲
一
七
七
頁

（
��
）
坂
口
前
掲
一
二
～
一
三
頁

（
��
）
坂
口
前
掲
一
〇
、一
三
頁
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（
��
）『
本
邦
移
民
取
扱
関
係
雑
件
』（
外
交
史
料
館
所
蔵
、+�������+�

）

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
』
前
掲
三
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
二
』
前
掲
三
四
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
六
』
前
掲
三
三
頁

（
��
）『
大
衆
人
事
録
第
三
版
ア�

ソ
之
部
』（
帝
国
秘
密
探
偵
社
編
、
一
九
三
〇
年
）

一
四
頁

（
��
）
加
藤
壮
太
郎
『
東
西
文
明
の
調
和
を
国
際
是
と
為
す
の
意
見
』（
日
本
移
民
協
会
、

一
九
二
四
年
）（
齊
藤
実
関
係
文
書
（
書
類
の
部
一
）

：

一
二
三�

七
）

（
��
）
加
藤
壮
太
郎
『
八
方
塞
が
り
を
打
開
し
て
邁
進
す
べ
き
国
民
の
総
使
命
』（
日
本
移

民
協
会
、
一
九
二
四
年
）（
齊
藤
実
関
係
文
書
（
書
類
の
部
一
）

：
一
二
三�

八
）

（
��
）
加
藤
壮
太
郎
『
対
外
国
策
の
民
衆
化
』（
日
本
移
民
協
会
、
一
九
二
七
年
）（
齊
藤
実

関
係
文
書
（
書
類
の
部
一
）

：

一
二
九�

一
）

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
』
前
掲
二
四
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
一
』
前
掲
一
～
三
頁

（
��
）
同
上
三
頁

（
��
）
同
上

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
二
』
前
掲
一
頁

（
��
）
同
上

（
��
）
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、

���������

）

（
��
）
同
上

（
��
）
同
上

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」（
外
務
省
記
録
「
海
外
移
殖
民
団
体
関
係
雑

件

第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、+�������+��

）

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」
前
掲

（
��
）「
相
談
役
会
決
議
（
十
二
月
三
日
）」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、

外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）
同
上

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」
前
掲

（
��
）
同
上

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
概
覧
』（
外
務
省
記
録「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、

外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）
一
頁

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」
前
掲

（
��
）
一
九
一
六
～
一
九
一
八
年
の
補
助
は
前
掲
「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
」
で
、

一
九
一
九
年
の
補
助
は
「
横
浜
講
習
所
大
正
八
年
度
収
支
決
算
表
」
で
確
認
で
き

る
（
い
ず
れ
も
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、

���������

）。

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
三
』
前
掲
二
六
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
二
』
前
掲
三
三
頁

（
��
）『
日
本
移
民
協
会
報
告
第
十
三
』
前
掲
二
六
頁

（
��
）
同
上

（
��
）「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
大
正
七
年
度
会
計
報
告
書
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移

民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）
坂
口
前
掲
一
一
頁
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（
��
）
永
田
稠
『
海
外
渡
航
者
必
携
』（
和
歌
山
市
民
図
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号

：;2

二Ŝ

、

一
九
一
六
年
）
二
頁

（
��
）「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
」（
和
歌
山
市
民
図
書
館
所
蔵
、請
求
番
号

：;2

二Ŭ

、

一
九
一
七
年
）

（
��
）「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
補
助
ニ
関
ス
ル
件
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係

雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）「
大
正
五
年
度
講
習
人
員
一
覧
表
（
自
四
月
至
十
二
月
）」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移

民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
か
ら
外
務
省
通
商
局
長
中
村
巍
、
大
正
六
年
一
〇
月
二

日
（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）
通
送
第
八
九
五
号
、
大
正
六
年
一
〇
月
一
五
日
（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑

件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
ヘ
通
知
方
ノ
件
ニ
付
照
会
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移

民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）「
旅
券
下
付
者
ノ
氏
名
住
所
通
知
願
書
ニ
関
ス
ル
件
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関

係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）「
日
本
移
民
協
会
横
浜
講
習
所
」
前
掲

（
��
）「
大
正
五
年
度
講
習
人
員
一
覧
表
（
自
四
月
至
十
二
月
）」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移

民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）「
大
正
七
年
度
講
習
人
員
一
覧
表
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、

外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）

（
��
）
同
上

（
��
）
永
田
前
掲
一
頁

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」
前
掲

（
��
）
坂
口
前
掲
一
一
頁

（
��
）「
神
奈
川
縣
海
外
渡
航
者
講
習
所
沿
革
」
前
掲

（
��
）（
大
森
警
察
部
長
の
内
話
と
補
助
金
交
付
決
定
に
つ
い
て
）（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移

民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外
交
史
料
館
所
蔵
、���������

）、
本
資
料
は
件
名
・
出
所
・

宛
名
・
日
付
が
な
い
た
め
筆
者
が
内
容
か
ら
仮
の
件
名
を
付
け
た
。

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」（
外
務
省
記
録
「
本
邦
移
民
関
係
雑
件
第
一
巻
」、
外

交
史
料
館
所
蔵
、���������

）
一
頁

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」
前
掲
一
～
三
頁

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」
前
掲
四
～
五
頁

（
��
）
同
上

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」
前
掲
二
一
頁

（
��
）
同
上

（
��
）
同
上

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」
前
掲
六
頁

（
��
）「
全
国
移
殖
民
協
議
会
報
告
」
前
掲
一
一
～
一
二
頁

（
��
）
東
前
掲
一
六
四
頁


